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特記仕様書 
 
第１章 （総  則） 

第１条 適用範囲 

１．本工事は、「足利市水道事業工事標準仕様書」、「栃木県土木工事共通仕様書」、「水

道工事標準仕様書【土木工事編】2010（日本水道協会）」等に従うこととし、優先順位は

前述の順とする。また、本仕様書記載事項は、上記の仕様書らより優先するものとする。 

２．本工事は、設計図書に基づいて施工するが、設計図書に明示されていない事項で工事の

性質上必要と思われるもの、不明なものは監督員と協議の上、施工すること。 

３．特許及び実用新案等工業所有権に抵触するものについては、請負者の責任において処理

すること。 

 

第２条 諸法令等の遵守 

１． 請負者は、本工事の施工にあたり「建設業法」、「労働安全衛生法」、「建設工事公衆

災害防止対策要網」その他の関係法令等を遵守するとともに、工事の円滑な進捗を図るこ

と。 

２． 請負者は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」、｢再生資源の利

用の促進に関する法律｣、｢廃棄物の処理及び清掃に関する法律｣、｢建設工事に係る資材の

再資源化等に関する法律｣等について、その目的である工事現場に置ける適正な施工体制

の確保、資源循環型社会の形成及び生活環境の保全等を考慮し、特に遵守に努めること。 

 

第３条 適正な施工体制の確保 

請負者は、請負金額５００万円以上の建設工事の場合、工事実績情報サービス CORINS に登

録（契約後10営業日以内）し、監督員に報告すること。 

 

第４条 事前調査 

１．本工事に先立ち、地下埋設物等の「事前調査チェックシート」を監督員に提出すること。 

２．本工事に必要な関係官公署、企業等への諸手続きは、請負者が行うこと。 

３．設計図書に記載がない場合においても調査し、それぞれの管理者の立会いを求め、管理

者不明の占用物件を発見した場合には、その位置を確認すること。また、その結果を図面

に記し、監督員に提出し協議すること。 

４．境界杭や標示杭等は、必要に応じて控え杭、オフセットや写真等で記録をとること。 

 

  第５条 現場代理人の専任関係 

本工事における現場代理人について、以下のすべての要件を満たし、かつ、発注者の承諾

を受ければ、他工事との兼任が可能とする。ただし、作業工程上、受注者が安全管理や現場の

運営・取締りなどの面で、現場代理人の常駐が必要と判断した間は、この限りではない。 

 

(要件) 

(1) 他工事が、足利市又は栃木県若しくは国が発注する足利市内の工事で、それらの工事の特記

仕様書又は施工条件書等に兼任が可能である旨明記されていること。 
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(2) 兼任できる箇所は 3箇所までとする。 

(3) 兼任する工事の請負代金が 4,500 万円以上(建築一式工事の場合、9,000 万円以上)の場合

は、現場代理人が現場から不在となる間、現場の運営・取締りを行える者(以下「連絡員」と

いう。)を選任し、常駐させられること。 

(4) 兼任する工事の請負代金が 4,500 万円以上(建築一式工事の場合、9,000 万円以上)の場合、

主任技術者等については本市が定める「建設業法第 26 条第 3項ただし書(専任特例)及び第4項

の規定に基づく監理技術者等の兼任の取扱いについて(通知)」の適用となることに留意するこ

と。 

 

第６条 法定外労災保険の付保 

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 

 

第７条 情報共有システム【■対象工事である □対象工事でない】 

１．実施にあたっては、「足利市情報共有システム実施要領（土木工事）」に基づき実施

するものとする。 

２．情報共有システムで対象とする工事帳票は、工事着手前に受発注者間の協議により決

定する。 

３．情報共有システムについて、事前に監督員と協議を行い、実施することが困難と認め

た場合などは、実施しないことができるものとする。 

【実施要領URL：市 HP】 

https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/industory/000060/000318/p001695.html 

 

第８条 週休 2日制工事【■対象工事である □対象工事でない】 

■１．本工事は「足利市土木工事における週休２日制工事試行要領」に基づく工事である。

（発注者指定型） 

□２．本工事は「足利市土木工事における週休２日制工事試行要領」に定める受注者の希

望により週休 2日制工事が実施できる工事である。（受注者希望型） 

【実施要領URL：市 HP】 

https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/industory/000060/000318/p001695.html 

 

第２章 （工  事） 

第１条 施工計画書 

１．請負者は、工事着手前に｢土木工事施工計画書作成の手引き（栃木県県土整備部）｣に基

づいた、施工計画書を監督員に提出すること。 

２．請負者は、施工計画書に安全教育・研修訓練の計画を作成し、記載すること。 

３．計画配管図、断水計画及び各管径における掘削幅を記載すること。 

ただし、｢水道施設整備費国庫補助事業に係る歩掛表｣による算定値を最低値とする。 

４．現場組織図には、管接合従事者及び給水装置工事主任技術者を明記すること。 

 

第２条 安全対策 

１．請負者は、工事期間中定期的に安全教育、研修、訓練を月 1 回・半日以上必ず行い、具
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体的な計画を施工計画書に記載すること。また、作業員が変わった時及び、作業内容に変

更があった場合についても行うこと。 

２．請負者は、交通安全管理に十分注意し、道路工事保安施設設置基準に基づき、安全対策

に講じること。 

３．請負者は、一般車両の安全な誘導が必要となる箇所には、交通誘導員を配置し、公衆    

交通の安全を確保しなければならない。 

４．交通誘導員は、別表１のとおり、延べ 82 名を見込んでいるが、警察等の協議により変更

が生じた場合等は別途協議する。 

 

第３条 建設副産物関係 

１．共通事項 

（１）建設副産物実態調査要領に基づき、本工事に係る再生資源利用計画書及び再生資源利

用促進計画書を作成し、施工計画書に含めて各１部提出すると共に、工事現場の公衆が

見やすい場所に掲示すること。また、工事完成後速やかに上記計画書の実施状況につい

て、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し、各１部提出するととも

に、データ入力済みの電子媒体を提出すること。なお、これらの記録を工事完成後１年

間保存しておくこと。 

（２）建設副産物の処理にあたっては、足利市建設副産物の管理基準（平成 20 年 4 月 1 日）

により、監督員の確認を受け行うこと。また、作成図書は監督員に提出すること。 

（３）建設廃棄物の処分にあたって排出事業者（元請業者）は、処理業者と建設廃棄物処理

委託契約書を締結し、建設副産物処理委託契約書（厚生労働省作成又は建設八団体廃棄

物対策連絡会作成様式）を監督員に提示するとともに、同契約書の写しを提出すること。 

 なお、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に、収集運搬業者と建設廃

棄物処理委託契約を締結すること。 

 

    ２．建設発生土 

（１）本工事により発生する建設発生土は、足利市建設副産物の管理基準により、下記のと

おり行うものとする。 

ア）指定処理（Ａ）□ 搬出先 足利市    町     番地先 

運搬距離     ｋｍ 

イ）指定処理（Ｂ）■ 残土の処分場所は、６㎞の範囲内に処理すると想定するが、 

発注後、請負者の裁量により処分地を確保するものとし、運

搬距離については別途協議する。 

          

（２）建設発生土を処理する場合は、処理先の見やすい場所に必ず標識を設けること。 

（３）建設発生土を一時保管の後に工期を超えて処理を行う場合、これに係る管理及び土壌

分析を含む費用等は請負者の負担とする。 

 

     ３．有価物 

工事施工によって生じた現場発生品のうち、設計図面で撤去を示されている鋼材及び

金物類は有価物とする。リサイクル業者等に売却処分を行わなければならない。また、
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その場合は品目及び数量を記載した引き渡し伝票等を監督員に提出する。ただし、発生

の状態また数量等の状況により売却が困難な場合は、監督員と協議しその指示を受けな

ければならない。 

 

     ４．建設廃棄物 

（１）アスファルトコンクリート塊及びコンクリート塊は、径 30 ㎝未満に小割して、「建

設副産物の管理基準（案）（平成 20 年 4 月）栃木県県土整備部」に記載のある再資源

化施設に持ち込むこと。 

（２）再資源化施設へ持込んだ状況等を、写真、捨土処理報告書および処理施設の受入れ

書類（マニュフェストA票、B2票、D票、E票）を提出して、監督員に報告するものと

する。 なお、回収したマニュフェストについては、廃棄物の処理及び清掃に関する

法律を踏まえ、５年間保存すること。 

（３）アスファルトコンクリート塊及びコンクリート塊の再資源化施設は、以下の施設を

積算対象とする。  

 

アスファルトコンクリート塊及びコンクリート塊の積算対象施設 

施設名 所在地 積算対象

施設 運搬距離 

イズム鉱業㈱ 足利市小俣町 2995 番地 1    km 
篠崎建設㈲ 足利市樺崎町字馬坂 1957       km 
足利市清掃事業㈱ 足利市久保田町 911     km 
㈲石原運輸 足利市福富町 816-1 〇   6.1 km 
トウワ建設㈱ 足利市名草下町字持舟 4530-1      km 

 

   ５．舗装版の切断時に発生する濁水の適正な処理 

 本工事におけるカッター切断作業により発生する濁水については、「廃棄物の処理及び

清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）」に基づき適正に処理しなければならない。

また、下記の処理施設は積算上の条件を明示するものであり、処理施設を指定するもので

はない。なお、舗装版切断時に発生する濁水の処理量は、設計変更の対象とする。 

    

    処理施設：吉澤精機㈱ （佐野市 栄町）  運搬距離 25.0ｋｍまで 

 

   ６．再生材の利用基準関係（再生クラッシャーラン、再生加熱アスファルト混合物） 

（１）請負者は、再資源化施設に対して、「再生材の供給確認書（様式－２）」により供

給の可否を確認し、監督員に提出すること。なお、再生材が受給不能な場合は、別途

協議すること 

（２）請負者は、再生材（再生加熱アスファルト混合物を除く）を使用する場合、６ヶ月

以内の材料試験成績表を提出し承認を受けるものとする。なお、使用時期と承認時期

がずれる場合は、最新の材料試験成績表を再度提出し、承認を受けること。 

（３）請負者は、再生材（再生加熱アスファルト混合物を除く）の利用にあたっては、現

場搬入開始時に目視による品質確認状況を写真に記録するとともに、「再生クラッシ

ャーラン品質確認状況報告書」を作成のうえ、速やかに監督員に提出するものとする。
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なお、報告書については、当該工事における再生材の搬入開始時に作成し、その他供

給元を変更するたびに作成すること。 

 

（４）目視により異常が認められた場合や監督員が指示した場合、請負者の責任において

現場搬入材から資料を採取し、公的試験機関（公益財団法人 とちぎ建設技術センタ

ー）での材料試験により品質確認を行い、その記録を監督員に提出するものとする 

 

第４条 竣工図 

１． 布設した管の平面位置、土被り、境界又は構造物からのオフセット、継手番号及び配管 

を竣工図として竣工図書に添付すること。 

２． 竣工図は請負額に依らず、作成・提出するものとする。 

３． 区画整理事業区域において新規給水を取出した際には、給水装置工事設計書（給水台 

帳：厚紙）に配水管より取出した給水管及び止水栓の平面位置、土被り及びオフセット等

を記入し、竣工図書として提出すること。 

 

第５条 使用材料 

使用材料は設計図書に品質規格を規定されたものを除き、日本工業規格（JIS）、日本水道

協会規格（JWWA）等に適合したもので、かつ足利市指定使用材料であること。なお、前述の

材料以外を使用する際は、事前に監督員と協議し承認を得ること。 

 

第６条 管明示シート 

管頂 30cm の位置に、足利市仕様の「管明示シート」を埋設すること。 

 

第７条 管の接合に従事する者 
 １．配水管 

（１）配水管の接合に従事する者（以下、管接合従事者という）は、給水装置工事主任技

術者の管理及び指導監督のもとで施工すること。 
  （２）管接合従事者と現場代理人の兼任を認める。 
  （３）下請負人からの管接合従事者の選任を可とする。 
 
  ２．給水管 
  （１）給水装置に係る工事の技術的な統括者として、給水装置工事主任技術者免状の交付

（水道法第 25 条の５）を受けている者（以下、給水装置工事主任技術者）を選任する

こと。 
  （２）給水装置に係る工事に従事する者は、管接合従事者で有る必要は無いが、給水装置工

事主任技術者の管理及び指導監督のもとで施工すること。 
  （３）給水装置工事主任技術者と現場代理人及び主任技術者の兼任を認める。 

（４）給水装置工事主任技術者と管接合従事者の兼任を認める。 

（５）既設配水管からの給水を、新設配水管からの給水へ切替える際は、給水管の更新範囲 
等について、監督員と協議し、承諾を得たうえで施工すること。 
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第８条 電子納品 

１．本工事は最終成果を電子納品の対象とする。そのために必要な事項について定める。 

２．電子納品とは、本工事の最終成果を電子データで納品することをいう。ここでいう電子

データとは、｢電子納品運用に関するガイドライン（案）第 10 版〔栃木県〕｣（以下｢電子

納品ガイドライン｣という。）、及び「栃木県 CAD 製図基準運用ガイドライン（案）」（以

下「CAD ガイドライン」という）に示されたファイルフォーマットに基づいて作成されたも

のを指す。 

３．工事着手にあたっては、電子納品の対象とする書類の範囲及び工事施工中のデータバッ

クアップ体制について、受発注者で事前協議を行うこととする。なお、事前協議で決定し

た事項は、「事前協議チェックシート」に記入し、施工計画書に添付する。 

４．成果品の提出の際には、国土交通省チェックシステムを利用し、エラーがないことを確

認した後、ウイルスチェックを実施したうえで電子媒体（CD－R）に格納して２部提出する。

なお、電子納品の対象外とした書類は、従来通り紙媒体で納品する。 

       「電子納品ガイドライン」で特に記載がない項目については、原則として成果を電子化

して提出する義務はないが監督員と協議の上、電子化を決定することとし、紙媒体による

書類の提出は必要最小限とする。 

５．請負者は、納品する CD－R に閲覧ソフト（ビュアソフト）を格納の上、CD-R をケースに

収めた状態で納品すること。その際、ケース背表紙には「竣工年度」「工事名」「工事番

号」を記載すること。工事番号は監督員に確認すること。 

６．請負者は、完了検査において、提出した電子データが「電子納品ガイドライン」及び

「CAD ガイドライン」に基づき作成されていることを監督員の立会いのもと確認する。なお、

電子データの検査方法については、別途協議のうえ決定する。 

７．請負者は、本工事の実施にあたり内容に疑義を生じた場合は、速やかに監督員と協議し

その指示を受けなければならない。 

 

第９条 水道事業用地（別表２）について 

１． 請負者は、本工事に係る要件を目的とする場合に限り、水道事業用地を使用することが

できる。使用においては、付属する工作物等の簡易な修繕や、草刈り等の環境整備を施

すこと。 

２． 使用を希望する場合、請負者は当該地の現在状況を監督員に報告し、第１項における修

繕や環境整備について監督員と事前に協議すること。 

３． 第１項に係る材料費や諸経費一切は、使用者の負担とする。 

４． 使用者は、当該地へ第三者が無断に立ち入らないように措置すること。 

５． その他、十分な安全管理をすること。 
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別表１ 

区分 現場条件 
交通誘導員Ａ 交通誘導員Ｂ 

日数 配置 人数 日数 配置 人数 

 

１ 

昼間勤務（8:00～17:00） 

（うち交替要員〇人） 

 

 

 

 

 

 

４１ 

 

２ 

 

８２ 

 

 

２ 

夜間勤務（20:00～5:00） 

（うち交替要員〇人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

24 時間勤務 

（うち交替要員〇人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表２ 水道事業用地一覧（未利用地） 

No. 施設名 所在 地目 
地積 

（㎡） 
用途区域 

1 旧中川取水場 中川町 3708-2 水道用地 199.00 一種住居 

2 問屋町取水場 

問屋町 353-3 公園 828.00 準工業 

問屋町 1535-16 公園 47.00 準工業 

計 875.00  

3 小俣町水道用地 

小俣町 1728-76 水道用地 293.00 一種中高層住居 

小俣町 1728-116 水道用地 42.00 一種中高層住居 

計 335.00  

4 島田取水場 

島田町 980-1 水道用地 130.00 調整区域 

島田町 980-3 水道用地 8.26 調整区域 

島田町 980-4 水道用地 141.00 調整区域 

計 279.26  

5 八幡取水場 八幡町 710-7 宅地 2,779.30  

6 新宿取水場 

新宿町 1079-3 水道用地 47.00 調整区域 

新宿町 1079-4 水道用地 45.00 調整区域 

計 92.00  

7 荒金取水場 荒金町 329-2 水道用地 72.00 調整区域 

8 藤本取水場 藤本町 62-2 水道用地 95.00 調整区域 

9 里矢場取水場 里矢場町 1781-2 水道用地 69.00 調整区域 

 


